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３７, ８４０

４, ３２４

総数 ４２, ５６９ （内訳）

※ 受理件数には、再起（不起訴等の事件で、同一の罪について再び事件として受理したもの）除く。

※ 検察統計による

割合については、小数点以下四捨五入しています

総数 ４２, ４７９

4,067

2,669

51

362

1,868

24,909

5,197

3,356

※ 検察統計による 。なお、割合については、小数点以下四捨五入しています。

司法警察員送致

（警察等から受理したもの）

他検察庁移送

（別の検察庁か

ら受理したもの）

①
①

③

④

②

⑤

⑥

⑦

⑧

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

不起訴

※ ③④は不起訴処分
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